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令和 3 年度 第 14 回 機械流通委員会議事録 

開催日時 令和 4 年 3 月 28 日（月）午後 2 時 00 分から 

開催場所 東北遊商事務局会議室 

 

第 1 号議案 3 月 14 日開催「全商協」第 9 回機械流通委員会結果に関する件 

⒈ 新台及び中古機に関する日工組営業業務委員会への要望について 

 佐々木委員長より、現在、月 1 回程度、日工組営業業務委員会と機械流通委員会運営部で打ち

合わせを行っている。本来、スマパチの中古移動に関する打ち合わせの場だが、ここ数回は進展

もないため、新台及び中古機で困っていることがあれば、日工組の専門委員会で検討していただ

けるようである。なお、遊技機の大型化に関する要望は、日遊協主催の遊技機検討委員会で日工

組に伝わっていると発言があった。 

 以下の項目は、既に日工組に伝えていると佐々木委員長より報告があった。 

⒈  スマパチの事前点検時には、通信が行われていない状態なので、点検確認方法を早めに教えていた

だきたい。 

⒉  スマパチでは裏パックの上タンク等が無くなるので、枠番号票を確認しやすいよう、現在の位置よ

り上部に移動させることが可能であるか検討していただきたい。 

⒊  枠と遊技盤、表飾りの組み合わせについて、この組み合わせなら OK 又は NG といった資料をいた

だければ指導しやすくなる。なお、枠と表飾りの組み合わせに関し、メーカーによっては、枠番号票

付近に表飾りとの組み合わせのシールを貼付しているところもある。 

 また、今回の委員会で協議した結果、以下の項目を日工組営業業務委員会に要望することにな

った。 

⒈  新台納品時に、「くぎ確認シート」を納品台数に応じた枚数で、ホールへ供給していただきたい。

現在、中古移動の際に、ホールから「くぎ確認シート」をもらえない場合、販社負担で購入している。 

⒉  取扱説明書について保管が大変である。また、遊技機に関する必要な情報をすぐに入手できるよう、

電子化をしていただきたい。 

⒊  検定通知書の写しについて、現在、「遊技機の移動に伴う機歴連絡及び書類発給等依頼書」を使用

し、メーカーから有償で購入しているが、この料金について、今より安価にすることはできないか。 

⒋  新台設置確認について、販社団体へ所属していない設置会社において、点検技術が未熟と思われる、

アルバイトやパート等の正規職員ではない遊技機取扱主任者が、点検確認を行っている場合があるの

で、しっかりと販社団体に登録している遊技機取扱主任者だけが新台設置確認に携わるようにしてい

ただきたい。なお、全商協及び回胴遊商で登録されている遊技機取扱主任者は、各団体で毎年開催さ

れる実技試験・筆記試験に合格しており、また、必要に応じて研修等を受講し技術を高めている、点

検確認におけるスペシャリストである。 

⒌  認定機の枠については、新台の枠として再利用しており、メーカーが保証書を発行することができ

る。枠は部品という考え方から、中古機の枠としても認定機の枠を再利用して、販社に所属する取扱

主任者が中古の保証書を作成できるように検討していただきたい。 
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⒍  製造番号票が破損して読み取れないことがあるので、保護をしていただきたい。一部のメーカーで

は、製造番号票にカバーが付いているので、統一した対応が取れないか検討していただきたい。また、

主基板番号証についても、保護シール等を重ねて貼付していただきたい。 

⒎  冬季の点検確認について、北海道では、倉庫の暖房設備がないことが多く、氷点下の中で行う事前

点検時は、電源を入れても表飾り等が正常に動かないことがある。その際は、電気ストーブ等で遊技

機を暖めてから点検しているが、遊技機側で何かしらの対策が可能なのか検討していただければと考

えている。 

なお、東北遊商委員会としての質問について諮ったところ、上記以外の追加はないことが確認

された。 

 

⒉ 中古遊技機流通健全化に関する全商協規約及び中古遊技機流通事業従事者技能研修に関す

る実施要領の進捗状況について 

 佐々木委員長より、全商協規約および実技研修に関する実施要領の進捗状況だが、警察庁の池

田課長補佐、朝妻係長から 3 回指摘があり、条文の適正な箇所への移動、言葉の表記の修正等を

行ったが、内容は大きく変わっていない。 

3 月 1 日の組織委員会でも報告をしたが、警察庁から回答が来たら、中村会長から各副会長に

連絡するので、内容を確認し、警察庁からの修正内容に対して、どうしても直す必要がある際に

は、対応を行う。最終的には、全商協理事会で承認し、総会を開催し決議するという進め方で予

定している。 

 また、実技研修に関する実施要領は、今後、細かな内容を当委員会で協議したいと発言があっ

た。 

 山本副会長より、「全商協規約及び実技研修に関する実施要領は、今後大きな変更点はないと

思われるので、各地区遊商で規約を修正する準備を始めていただきたい」と発言があった。 

 また、関副委員長より、「警察庁からの承認が取れたのちは、いつから施行するのかを検討し

ていく必要がある」と発言があった。 

 

⒊ その他 

⑴ 認定機検索システムについて 

佐々木委員長より、11 月 4 日の機械流通委員会で中部遊商から要望のあった、「認定機検索

システムで、認定期間が終了した遊技機も、認定枠を誤って中古で再利用しないよう表示して

もらいたい」という件について、中古の取扱い量の多い地区遊商のいくつかに確認したとこ

ろ、検索機能自体を使っていない地区もあった。システム改修費用は、約 120 万円であり、現

在、スマパチの問題があり、今後、日工組と機歴管理システムの見直し等を行うかもしれない

ので、しばらく対応を待っていただきたいと発言があった。 

谷野委員(中部遊商)より、「状況は理解できた。ただし、枠自体を部品扱いということで、

認定機枠を中古機に再利用できないか日工組に投げかけていただきたい」と発言があったの
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で、日工組に要望として挙げることになった。 

 

⑵ 優良ホールの取扱管理者講習会について 

松永委員(東遊商)より、「2 月 17 日に東遊商と回胴遊商と合同で、優良ホールの取扱管理者

の講習会を開催した。中古機の扱いについて 3 時間講習を行った。実際に点検確認業務を行う

場合は実技講習を行うと伝えたが、まだ回答が来ていない」と報告があった。 

佐々木委員長より、「講習会の内容は、九州遊商で作成した資料を基にして、中部遊商及び

東遊商でも講習を行い、地域間で内容に差が出ないようにしている。他の地区でも、新たに取

扱管理者講習会開催の依頼があれば、開示させていただく」と説明があった。 

 

第 2 号議案 東北遊商「中古遊技機流通健全化に関する東北遊技機商業協同組合規約」及び「身

分証明書規約」及び全商協「中古遊技機流通事業従事者技能研修に関する実施要

領」施行に伴う東北遊商各種規程の改定に関する件 

上記、第 1 号議案全商協報告で、中古遊技機流通健全化に関する全商協規約及び中古遊技機流

通事業従事者技能研修に関する実施要領について、警察庁からの回答次第で、全商協理事会にお

ける承認を経て総会を開催し決議される見込みである。 

全商協において施行され次第、当組合における当該規約及び付随する規程を改定する必要が

ある。施行された場合、速やかに委員会で協議し、改定案を理事会へ上申し、総会において決議

いただく。 

 

第 3 号議案 令和 4 年度「中古遊技機流通事業従事者技能研修会」に関する件 

（旧名称：取扱主任者講習会） 

 令和 4 年度の開催について、9 月より 10 回(週 2 日)開催とし、下記の要領で開催することが

了承された。なお、新型コロナウイルス感染状況によっては、開催について再検討する。 

① 研修会開催日･開催場所について（予定） 

№ 県 名 開催日 場  所 

1 青森県 
9 月上旬 

アスパム(青森県観光物産館) 

2 岩手県 マリオス(盛岡地域交流センター) 

3 秋田県 
9 月中旬 

秋田スクエア 

4 山形県 酒田市中央公民館 

5 福島県  

9 月下旬 

ビッグパレット福島(福島県産業交流館) 

6 福島県 ビッグパレット福島(福島県産業交流館) 

7 宮城県 東北遊商会議室 

8 宮城県 東北遊商会議室 

9 宮城県 
10 月上旬 

東北遊商会議室 

10 宮城県 東北遊商会議室 
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② 開始時間・受講者数について 

③ 試験官について 

各会場委員 5 名(販社代表者 1 名(予定)含む)･事務局 1 名 

※ これまでの更新時講習会において評価が高かった、機械流通委員会に属していない販

社の取扱主任者の中から、5 名程今年度の技能研修会の講師として委託する。選任す

るにあたり、次回委員会において討議する。選任された方及び販社代表においては、

ご協力を願いたい。 

④ 通知等の発出日について 

次回以降討議する。 

⑤ 合否結果について 

⑥ タイムスケジュール（1 日 2 部構成）（1 部あたりの所要時間は約 1 時間 40 分） 

※実技試験前に受講者へ対して「27 点検項目」点検方法の説明を行う。 

≪第一クール≫ 

 ≪第二クール≫ 

開始時間 第 1 部・午前 10 時 00 分～、第 2 部午後 1 時 30 分～ 

受講者数 第 1 部・概ね 15 名、第 2 部・概ね 15 名 

対象者数 205 名（予定） 

№ 項  目 内  容 

1 筆記・実技試験 各試験受講後、当日公表 

2 再試験 後日、指定日を通知し再試験を行う 

№ 内   容 時間(100 分) 担当 

1 講習会開会挨拶・趣旨説明 5 分 委員 

2 実技試験受講要領についての説明（全員） 5 分 事務局 

3 〇第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 名【実技】試験 

間違い箇所をその場で説明し合否発表 

30 分～40 分 委員 

 

4 ▲第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ（第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ以外の方） 

筆記試験問題に関係する内容の一端について説明 

5 分 委員 

5 ▲第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ（第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ以外の方） 

【筆記】試験 ○×式２０問(８０点合格) 

問題用紙を返却し間違いをその場で説明･合否発表 

20 分 委員 

№ 内   容 時間(100 分) 担当 

6 〇第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 名 

筆記試験問題に関係する内容の一端について説明 

5 分 委員 

7 〇第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 5 名 20 分 委員 
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※ 新型コロナウイルス感染を考慮し「閉会式」は執り行わない。 

※ 「筆記試験・実技試験」の受験が終了した順にお帰りいただく。 

⑦ 試験内容について 

・ 実技試験の内容について（納品設置後時の点検 1～27 項目全工程を行う） 

 

 

 

 

 

 

・ 実技点検姿勢から受ける印象の点検評価基準について 

要検討。 

⑧ 実技試験用遊技機等について 

⑨ 会場概算見積り（揃い次第確認する。） 

【筆記】試験 ○×式２０問(８０点合格) 

問題用紙を返却し間違いをその場で説明･合否発表 

終了しだいお帰りいただく 

8 ▲第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ（第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ以外の方） 

5 名から順次【実技】試験 

間違い箇所をその場で説明し合否発表 

ﾒｲﾝ会場へ移動し終了を告げしだいお帰りいただく 

※ 第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6 番目の方から「実技試験」 

要領は上記 8 のとおり 

30 分～40 分 委員 

 

№ 項  目 内  容 

1 筆記試験 20 問の正誤択一。80%(16 問)以上で合格。以下は再試験。 

2 実技試験 納品点検 27 項目全てを行う。ﾗﾝｸ評価検討。 

№ 内   容 

－ （委員による）ビニール開封前の、ビニール梱包状態の確認方法を説明 

1 東北遊商 身分証明書を提示 

2 点検確認チェックリスト表を参考にペンライトを用いて点検確認(27 項目) 

くぎ確認シートを使用してくぎ状態の確認、設定の確認及び設定変更の動作確認 

3 確認証紙を所定の箇所に貼付する（真似） 

4 スキャナーで QR データを読み取り、顔画像・QR データを送信する 

5 管理者署名・押印後(代役)、点検確認受渡書（副）を管理者に提出する 

（管理者と点検確認受渡書の受け渡しをする） 

6 組合(特設)へ保管納品確認書・点検確認受渡書(正)・ｾｷｭﾘﾃｨｼｰﾙを提出 

№ 準 備 物 型 式 名 備 考 

1 遊技機 5 台（ガラス） 検討  

2 簡易島 5 台 －  

3 遊技機枠 1 枠 －  

4 玉(2500 球)トランス(5 台) －  
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第 4 号議案 令和 3 年度「支出結果」及び令和 4 年度「活動事業計画及び予算計画」に関する件 

機械流通委員会 支出結果及び予算案   

1 令和 3年度「支出結果」（見込み） 2022/3/28 現在 

№ 実施年月 名       称 所 要 額 予算計画額 

1 毎月 新規取扱主任者講習会（6 回開催） 0  0  

2 令和 3 年 6 月 中古遊技機取扱に関する誓約書等の提出 

(6 月 28 日～7 月 30 日) 

0  0  

3 令和 3 年 6 月 廃棄遊技機の処理台数調査(6 月 2 日～6 月 30 日) 0  0  

4 令和 3 年 11 月 

2 日～11 日 

（5 日間） 

令和 3 年度「取扱主任者講習会」（204 名）                         391,600  2,350,000  

「ジャパン・セキュリティ・サービス」作製費用     

研修用 DVD 及び説明資料作成料 (110,000) (2,000,000) 

10 月 13 日研修会(委員会)サポート訪問料 (27,500) (350,000) 

  〃  出張旅費交通費 (61,600) 

研修用動画(問題＆アナウンス入り)作成料 (165,000) 

10 月 27 日研修会 ZOOM 会議出席費用 (27,500) 

5 - 予備費（講習会及び説明会会場費用） - 150,000  

合      計 391,600  2,500,000  

2 令和 4年度「活動事業計画及び予算計画」     

№ 実施年月 名       称 予算計画額 

1 毎月 新規取扱主任者講習会 0  

2 令和 4 年 7 月 中古遊技機取扱に関する誓約書等の提出 

(7 月上旬～7 月 29 日) 

0  

3 令和 4 年 7 月 廃棄遊技機の処理台数調査(６月中旬～8 月上旬) 0  

4 令和 4 年 9 月 

（10 日間） 

中古遊技機流通事業従事者技能研修会 

（205 名･3/24 現在）                        

250,000  

試験会場費 青森会場  (250,000) 

  〃   岩手会場  

  〃   秋田会場  

  〃   山形会場  

  〃   福島会場 （2 日間） 

  〃   仙台会場 （5 日間） 

5 - 予備費（講習会及び説明会会場費等） 2,250,000  

合      計 2,500,000  
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第 5 号議案 優良ホール(マル優)の「取扱管理者講習会」に関する件 

九州遊商･中部遊商及び東日本遊商において回胴遊商支部と合同で、優良ホール(マル優)へ対

して「取扱管理者講習会」を各地区にて開催された。 

参考まで、講習会後点検確認業務を行う希望は挙がっていない。 

東北地区においては、平成 30 年 6 月に 1 法人 5 店舗の管理者へ対して同講習会を開催した

が、今後の新たな依頼に備え、上記 3 単組の講習会資料が確認された。 

 

第 6 号議案 新規取扱主任者講習会に関する件 

1 3 月度へ 1 社より 1 名の希望があり、3 月 15 日(火)に「山内委員」が講師として実施し合格

とされた。 

2 4 月度講習会への希望は、3 月 25 日現在「0 名」である。希望があった際は講師「柳副委員

長」を迎え執り行う。2 名以上となった際は、年一回開催する研修会を見据え受講希望者 1 名

に対して講師 1 名で執り行うことに基づき、希望があった際は「最上委員」を講師とする。 

 ■令和 3 年度     

№ 開催日 開催場所 講 師 販社数 受講者数 合格者数 不合格者数 

1 4 月 17 日 東北遊商会議室 最上 1 1 1 - 

2 5 月 18 日 東北遊商会議室 大久保 2 2 2 - 

3 7 月 13 日 東北遊商会議室 柳(副)･桜井 1 1 1 - 

4 8 月 18 日 東北遊商会議室 委員長･最上･柳(ﾆｰｽﾞ) 1 1 1  

5 2 月 16 日 東北遊商会議室 桜井･山内･柏木 2 2 2  

6 3 月 15 日 東北遊商会議室 山内 1 1 1  
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第 7 号議案 設置外の中古遊技機及び認定機への部品発注に関する件 

1 設置外の「中古」遊技機への部品発注  

① 2 月度は「7 件･7 台」。 

② 3 月度は、3 月 25 日現在「6 件･7 台」である。 

③ 全国の状況は、下表のとおり。 

 

件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数

北海道 9 9 8 10 13 13 14 15 7 7 12 13 14 15 26 26 11 12 15 18 12 12 141 150

東　北 7 7 4 4 9 10 2 2 9 9 11 13 11 11 17 20 14 20 4 4 7 7 95 107

東日本 18 18 25 35 43 45 30 39 47 57 52 67 56 59 23 24 31 33 41 43 31 32 397 452

中　部 18 35 17 19 18 24 10 10 20 48 27 104 25 33 25 31 24 40 13 23 6 8 203 375

関　西 73 74 77 90 60 64 106 182 153 220 93 103 101 117 114 135 130 149 103 131 59 74 1069 1339

中　国 4 20 3 3 1 1 1 1 0 0 2 2 6 10 3 9 11 16 2 2 2 2 35 66

四　国 1 1 1 1 1 1 7 8 3 3 2 2 6 7 3 3 1 1 1 1 2 2 28 30

九　州 23 71 7 8 18 20 10 11 8 22 7 12 15 44 6 6 11 12 2 2 6 6 113 214

小計 153 235 142 170 163 178 180 268 247 366 206 316 234 296 217 254 233 283 181 224 125 143 0 0 2081 2733

（2021)1月 2月 3月 合計
地区名

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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2 設置外の「認定機」への部品発注（2020/04/01 より運用開始） 

① 2 月度は「0 件」。 

② 3 月度は、3 月 25 日現在「0 件」である。 

③ 全国の状況は、下表のとおり。 

 

以上 

 

 

 

件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数

北海道 3 3 0 0 1 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

東　北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

東日本 0 0 0 0 14 14 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 19 19

中　部 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

関　西 8 8 0 0 43 43 2 2 8 8 1 1 0 0 6 6 0 0 11 11 5 5 84 84

中　国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3

四　国 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

九　州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 13 13 0 0 59 59 10 10 10 10 2 2 0 0 6 6 1 1 13 13 6 8 0 0 120 122

12月 （2021)1月 2月 3月 合計7月 8月 9月 10月 11月
地区名

4月 5月 6月


